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（入学前の既修得単位等の認定） 

第２９条の４ 教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に短期大学又は大学 

において履修した授業科目について修得した単位（第４３条の規定により修得した単位 

を含む。）を、入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすこ 

とができる。 

２ 教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った前条第１項に規定する 

学修を、本学における授業科目の履修とみなし、本学の定めるところにより単位を与え 

ることができる。 

３ 前２項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、転学等の場 

合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、合わせて３０単位を超え 

ないものとする。この場合において、第２９条の２第２項において準用する同条第１項 

により本学で修得したものとみなす単位数と合わせるときは、４５単位を超えないもの 

とする。 

 

（既修得単位等の特例措置） 

第２９条の５ 前３条の規定にかかわらず、現代幼児教育学科に在籍し保育士の資格を取 

得する者にあっては、別に定めるところによる。 

 

（卒業及び学位の授与） 

第３０条 本学に２年以上在学し、所定の授業科目について６２単位以上を修得した者に 

ついては、学長がその卒業を許可する。 

２ 学長は、卒業を認定した者に対して、卒業証書を授与する。 

３ 学長は、本学を卒業した者に対して、愛知みずほ大学短期大学部学位規程に定めると 

ころにより、短期大学士の学位を授与する。 

 

第６章 入学検定料、入学料、授業料等 

 

（入学検定料） 

第３１条 入学を志願する者は、入学検定料３０,０００円を納入しなければならない。 

 

 

（入学料） 

第３２条 入学を許可された者は、入学料２５０,０００円を納入しなければならない。 

 

（授業料等） 

第３３条 授業料等は、次のとおりとし、年額を前期及び後期に等分して所定の期日まで 

に納付しなければならない。 

一 授 業 料（年額）      ６６５,０００円 

二 実験実習費（年額）       ５０,０００円 

三 教育充実費 初年次 （年額） ３００,０００円 

        第２年次（年額） ３４０,０００円 

四 厚 生 費（年額）       ２０,０００円 

 

（学費の不返却） 

第３４条 既に納入された入学検定料、入学料及び授業料等は、事情の如何にかかわらず、 

これを返却しない。 
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（休学・停学期間中の授業料） 

第３５条 各学期のすべての日を休学する場合は、授業料等の４分の３を免除する。ただ 

し、学期の中途に復学した場合は、その学期に係る授業料等は全額徴収する。 

２ 停学期間中の授業料等は、徴収する。 

 

（中途退学者の授業料） 

第３６条 中途で退学する者も、その学期分の授業料は納入しなければならない。 

 

第７章 職員の組織 

 

（教職員組織） 

第３７条 本学に、学長、教授、准教授、講師、助教及び助手並びに事務職員を置く。 

２ 本学には、前項のほか、副学長その他必要な職員を置くことができる。 

３ 学長は、校務を掌り、所属職員を統督する。 

４ 副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。 

５ 教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績 

を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。 

６ 准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実 

績を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。 

７ 講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。 

８ 助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者で 

あって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。 

９ 助手は、その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。 

１０ 事務職員は、本学の事務を遂行する。 

１１ 本学に愛知みずほ大学と一体的に事務を行う事務局を置く。 

１２ 事務局に関する事項は、別に定める。 

１３ 教授、准教授、講師、助教及び助手となることのできる者は、その職に応じ、前各 

項に掲げる知識、能力等を有し、短期大学設置基準（昭和５０年文部省令第２１号）第 

２３条から第２６条までに定める資格基準に該当する者で、かつ、本学の建学の趣旨及 

び目的に深い理解を有する者とする。 

 

第８章 教 授 会 

 

（教授会） 

第３８条 本学に教授会を置き、学長、副学長、教授及び准教授をもって組織する。ただ 

し、学長が必要と認めたときは、専任の講師を加えることができる。 

２ 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとす 

る。 

 一 学生の入学、卒業及び課程の修了 

 二 学位の授与 

 三 前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴く 

ことが必要なものとして学長が定めるもの 

３ 教授会は、前項に規定するもののほか、学長がつかさどる教育研究に関する事項につ 

いて審議し、及び学長の求めに応じ、意見を述べることができる。 

４ 教授会に関し必要な事項は、別に定める。 
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